
令和 5年度 第 1回 理事会議事録   

   
日 時：令和 5 年 4 月 12 日（水） 19：00～21:00  

場 所：代表理事自宅 

［出席者］  

理 事：小嶺衛、立津統、末吉恒一郎、久高将臣、神谷喜一、仲宗根美紀、金城良和、 當間智

史、宮里由乃、比嘉俊文、南部路治、当眞祐二、玉城すみれ、武富新太郎、平良雄司 

監 事：仲西孝之、千知岩伸匡  

書 記：伊良皆友香 

WEB担当：上地誠之 

［審議事項］  

・第 1 号議案 令和 5年度座間味村地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業受託に関する件…【資料ﾌｧｲﾙ 1】 

・第 2 号議案 2023年度地域包括ケアシステムに関する適用士会事業に関する件…【資料ﾌｧｲﾙ 2】 

・第 3 号議案 『第 1回沖縄県野球肘検診の後援』の承認可否に関する件…【資料ﾌｧｲﾙ 3】 

・第 4号議案 駐車場契約について 

 

議決に加わることの出来る理事数 15名 

出席者理事数          15名 

 

上記のとおり、理事及び監事の出席が確認され、代表理事小嶺衛が議長となって、本理事会は 

Web 会議システムを用いて開催する旨宣言した。  

議長小嶺衛は、参加理事末吉恒一郎、立津統、久高将臣、仲宗根美紀、當間智史、宮里由乃、

比嘉俊文、玉城すみれ、武富新太郎、金城良和、南部路治、当眞祐二、平良雄司、神谷喜一、

監事千知岩伸匡、仲西孝之に対し、Web 会議にて本理事会に出席する旨を説明し、Web 会議シ

ステムにより、出席者の映像と音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一同に会するのと

同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっている事が確認されて、議案の審議に入

った。 

 

［報告事項］  

１．会長  

※月次活動報告  

２．副会長  

※月次活動報告  

３．事務局  

※月次活動報告  

   

４．社会職能局  

※月次活動報告  

５．教育学術局  

※月次活動報告  

６. 各種委員会  



第 1号議案 令和 5年度座間味村地域リハビリテーション活動支援事業受託に関する件 

提出日：令和 5年 4月 10日 提出者：仲宗根美紀 

担当局：地域局 担当部： 

議案主題 
令和 5年度座間味村地域リハビリテーション活動支援事業受託について 

議案内容 

及び 

提出理由 

定款第 4条（1）理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与する

事業 

 公益目的事業である地域包括ケアシステム（県、市町村予防支援）に関する

事業 

座間味村 実施要綱より、 

「リハビリ専門職を派遣し身体機能および日常生活動作、日常生活関連動作等の遂

行能力について専門的な評価を行い、改善に向けた支援を行うことで介護予防を図

ること」とし、令和 4年度より継続しての委託依頼あり。 

事業は 4月より開始予定。 

 

（内容） 

 個別派遣：任意の金曜日 

1 座間味島先行 

午前：座間味島 2件 

午後：阿嘉・慶留間島 3件 

 

2 阿嘉・慶留間島先行 

午前：阿嘉・慶留間島 2件 

午後：座間味島 3件 

 
通いの場：第 2水曜日（予備日：第 4水曜日） 

午前：阿嘉・慶留間島 1件 

午後：座間味島 1件 

※通いの場前後で座間味島個別派遣 1件対応可 

 

（予算額） 12ヶ月 1,009,043円 

 

審議内容 

契約の可否について 

 

審議結果 

全員一致で可決 

可：15名 

否：0名 

担当局：地域局 担当部： 

備 考  

 



第 2号議案  2023年度 地域包括ケアシステムに関する適用士会事業に関する件 

提出日：令和 5年 4月 10日 提出者：上地 誠之 

担当局：地域局 担当部：人材管理部 

議案主題 
2023年度 地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度認定のための指定

事業（以下、指定事業）適用士会事業について 

議案内容 

及び 

提出理由 

推進リーダー取得の指定事業については、所属士会の指定事業に参加すること

が履修登録の条件となっている。内容について審議いただきたい。 

審議内容 

指定事業 ⇒ 2023年度 沖縄県士会定款第 4条に関する運営事業 

活動内容としては下記の通りである。 

●県士会役員・支部運営員 

●沖縄県理学療法士協会活動・支部活動運営 

→各支部活動（支部長が認めた活動に参加した会員） 

例）運営会議、連絡会議、その他、支部活動事業等 

→社会職能局活動（局長が認めた活動に参加した会員） 

例）高校野球医療サポート、JICAフェスティバル等 

→地域局活動（局長が認めた活動に参加した会員） 

例）理学療法フェア、県民健康フェア、健康福祉まつり等 

→教育学術局活動（局長が認めた活動に参加した会員） 

例）生涯学習制度講師 、講習会等の運営等 

→事務局活動（事務局長が認めた活動に参加した会員） 

※内容に関しては、決定次第ホームページ掲載予定。 

 

【質疑応答】 

武富理事）局長が認めた活動とあるが、把握はすぐできるものなのか 

上地事務長）局長に連絡はある。また、事務局でも議事録等で確認をできるた

め、すぐ対応は可能。 

久高事務局長）基本的には推進リーダーを取得される方が自分で申請する。 

審議結果 

全員一致で可決 

可：15名 

否：0名 

担当局：事務局 担当部：人材管理部 

備 考 

 

 

 

 



第 3号議案『第 1回沖縄県野球肘検診の後援』の承認可否に関する件 

提出日：令和 5年 4 月 8日  提出者：當間智史 

担当局：社会職能局  担当部：スポーツ事業部 

議案主題  
『第 1回沖縄県野球肘検診の後援』の承認可否について 

議案内容  

及び  

提出理由 

 今年 5年 9月 3日（日）に第 1回沖縄県野球肘検診を開催予定。その際の理学

療法士会員の協力、広報協力等、後援依頼をお願いします。 

審議内容  第 1回沖縄県野球肘検診の名称後援の承認可否について 

 

意見①）実施前に、職種間・検者間の基準をしっかりする必要がありそう。 

意見②）会長の記載がないのが気になる。会長から小嶺会長へ依頼文が必要。 

   現在は情報の段階なので、まずは手続きをとって欲しい。 

回答①）検査のことについては、当日の事前レクチャーのみになりそう。 

    確認し、早めに対応していきたい。 

回答②）文章のことも早急に対応する。 

質問③）後援依頼とあるが、実際は派遣になっている。もし後援依頼として受け

た場合、派遣も必ず揃える必要があるのか。後援の定義を確認したい。 

回答③）名称後援をとなるので、当協会からの広報が可能となる。 

   名称後援の場合は OPTAからは協力要請の促しはできない。  

確認④）学校からの案内はどのようにしたらいいか提案あるか 

回答④）現時点では学生に関しては見学程度になるのではないか。進捗があれば

情報共有していく。 

 

補足）県大会に出場した 2チームを対象にまずは進めていく予定。 

   基本的には医師が行い、PTは評価や指導などで関わっていく予定。 

審議結果 全員一致で可決 

可：15名 

否：0名 

担当局：社会職能局  担当部：スポーツ事業部 

備 考 意見） 団体から団体への依頼があった場合、色々な会から打診があるが、協会

としての基準は今後のために考慮する必要があるのではないか。 

 

検討事項）上記意見を踏まえ、任意団体としての受け入れはどのように理事会と



して判断するか、提案はあるか。(明確な営利目的でない場合) 

 

・これまでは法人格の団体に対して後援していた。 

・会則や事業内容も合致（傷害・沖縄県民対象など）している必要がある。 

・HP掲載時の確認事項以外に、除外項目なども設けてはどうか。 

・活動実績などが取れていない新しい団体などもあるため、実績も含めると難し

くなることもある。 

・複数の施設が関わっている場合は、偏りがないので認めやすいように感じた。 

・会則だけではなく、団体の構成、構成委員、事業内容が当協会にマッチングし

ているかが最低限の基準になるのでは。 

・団体の活動を追っていき、後援した団体としての確認も必要ではないか。 

・後援しなくても、広報協力要請でもいいのかと感じた。 

・内閣府「内閣府後援等名義の使用承認申請について」に基準記載あり。参考に

なるのではないか。 

  

監事から） 

・会長判断もでできるような余裕も規定を残しておいた方がいいのではないか。 

・ある一定の基準は必要。あとはその都度判断が必要かと思う。 

 

まとめ）最低の基準は必要。三役でも話し合う。今後基準を作成し整理する必要

がある。 

 

 

第 4豪議案 駐車場契約について 

提出日：令和 5年 4月 11日 提出者：久高 将臣、上地 誠之 

担当局：事務局 担当部：総務部 

議案主題 
駐車場契約について 

議案内容 

及び 

提出理由 

定款に定める公益事業運営を行うため事務所を使用している。 

現在、沖縄市役所裏にある駐車場（中根駐車場）契約しているが、事務所より

距離があり、あまり活用できていない現状がある。 

新たに沖縄市役所の隣に駐車場が建設されたことにより、現契約している中根

駐車場よりも活用しやすいと考えている。 

つきましては、契約の可否についてご検討いただきたい。 

 

審議内容 

1 賃貸駐車場契約の可否について 

沖縄市仲宗根町 仲宗根駐車場 

月額：8,910円 

 

久高事務局長）女性事務員も安心して利用でき、比較的相場よりも安い料金と

なっている。 

 



審議結果 

全員一致で可決 

可：15名 

否：0名 

担当局：事務局 担当部：総務部 

備 考 
 

 

 

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会 

会長 小嶺 衛 

監事 仲西 孝之 

監事 千知岩 伸匡 
 


